








1.大阪府の母子保健の水準 

大阪府は,人口約 860万人,出生数約 10万人であり、人口密度は全国平均の約 14倍と人口

密集府県の一つである。 

(1)出生率(表 1) 

全国平均と同様、昭和 46～49 年生まれの第二次ベビーブーム以後徐々に減少している。 

(2)乳児死亡率(表 2) 

(3)新生児死亡率(表 3) 

(4)周産期死亡率(表 4) 

大阪府の乳児死亡率・新生児死亡率・周産期死亡率は母子保健の向上とともに低下してい

るが,まだ全国平均並であり,さらに死亡率の減少を図る必要がある。 

(5)妊産婦死亡率(表 5) 

他の医療機関で取り扱い難い妊産婦や重症の新生児・未熟児等を主な対象とする大阪府立

母子保健総合医療センターが昭和 56 年 10 月に開設され,57 年には妊産婦死亡率は半減し

たが,全国平均と比べても高率であり,まだまだ改善を必要とする。 

(6)死産率(表 6) 

年々減少しているものの全国平均と比べ,まだ高率であり,今後の課題である。 


